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１．はじめに 

令和６年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税に

ついて、これまでの対象法人（事業年度末日において資本

金１億円超の法人）に加え、以下①②の法人が新たに外形

標準課税の対象となる改正が行われました。 

これらの改正は、①について令和７年４月１日以後開始事

業年度から、②について令和８年４月１日以後開始事業年

度から適用となっています。 

 本稿では、これらの改正ついて概要と実務上の留意点に

ついて解説いたします。 

① 大企業による減資への対応 

② 100％子法人等への対応 

２．大企業による減資への対応 

外形標準課税制度は、事業年度末日の資本金の額が１億円

を超える法人が対象となりますが、適用対象法人から逃れ

るための形式的な減資（資本金から資本剰余金に項目間で

振り替える減資）が散見されたため、本改正により適用対

象法人の見直しが行われました。 

具体的には、以下の要件をすべて満たす法人が、外形標準

課税の対象となります。 

① 前事業年度が外形標準課税の対象法人 

② 事業年度末日において資本金の額が１億円以下 

③ 事業年度末日において払込資本の額（資本金＋資本剰

余金）が 10 億円超 

（引用：東京都主税局「減資への対応」） 

３．100％子法人等への対応 

親会社の信用力等を背景に企業グループで一体的に事業活

動を行っている点に着目し、一定規模以上の法人（親会社）

の 100％子法人等が外形標準課税の対象に追加されました。 

具体的には、以下の要件をすべて満たす法人が、外形標準

課税の対象となります。 

① 所得等課税法人以外の法人で事業年度末日において資

本金が１億円以下 

② 特定法人（払込資本の額（資本金＋資本剰余金）が 50

億円を超える法人）との間に当該特定法人による法人

税法に規定する完全支配関係がある法人又は 100％グ

ループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保

有されている法人 

③ 事業年度末日において払込資本の額（資本金＋資本剰

余金）が２億円超 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用：東京都主税局「100％子法人等への対応」） 

なお、当該追加措置により新たに外形標準課税の対象とな

った法人については、改正前の方法により計算した税額を

超えることとなる額について、以下の負担軽減の経過措置

が設けられています。 

(引用：東京都主税局「負担変動軽減措置」) 

また、上記③では 100％子法人等が意図的に払込資本の額

を２億円以下にして外形標準課税を逃れるケースに対応す

るため、100％子法人等が親法人に対して改正地方税法の公

布日（令和６年３月 30 日）以後に資本剰余金の配当を行っ

た場合には、同配当により減少した払込資本の額を加算し

た上で２億円超か否かの判定を行う「配当加算措置」が設

けられています。 

ただし、配当加算措置の対象は、100％子法人等が親法人に

対して行う資本剰余金の配当により払込資本の額が減少す

る場合に限られるため、例えば「100％子法人等のその他資

本剰余金を欠損填補に充てるケース」や「100％子法人等が

自己株式を取得・消却するケース」では、結果的に払込資本

の額は減少するものの、その減少要因が資本剰余金の配当

ではないため、配当加算措置の対象外となります。 

４．おわりに  

本改正は令和７年４月１日以後開始事業年度から順次適用

されるため、今後の決算処理にあたり十分に留意する必要

があります。 

ただし、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で

あっても公布日（令和６年３月 30 日）の前日以前に資本金

の額を１億円以下に減資しており、公布日以後最初に到来

する事業年度及びその事業年度の翌事業年度以降のそれぞ

れの終了の日における資本金の額が１億円以下である場合

は、令和７年４月１日以後開始事業年度において、資本金

と資本剰余金の合計額が 10 億円を超える場合であっても

外形標準課税の対象とはなりません。 

令和６年度税制改正法案の成立時には、多くの実務家が検

討した改正であったものと存じますが、適用開始となるタ

イミングで再度改正内容を把握しておくことが肝要と思わ

れます。 
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〔現行基準：１億円超〕

企業会計上の貸借対照表

資本金
＋

資本剰余金
１０億円超

持株比率１００％

（親・外形対象法人）
［資本金＋資本剰余金］

５０億円超

（子）資本金１億円以下、
［資本金＋資本剰余金］

２億円超

⇒外形対象法人

事業年度 要件
法人事業税額からの

控除額

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日まで
の間に開始する各事業年度

「令和８年度分基準法人事業税額」が
「比較法人事業税額」を超えること

当該超える金額の
３分の２に相当する金額

令和９年４月１日から
令和１０年３月３１日まで
の間に開始する各事業年度

「令和９年度分基準法人事業税額」が
「比較法人事業税額」を超えること

当該超える金額の
３分の１に相当する金額


